
（別紙１）

指定施設の範囲

１．社会福祉士及び介護福祉士法第７条第４号の厚生労働省令で定める施設

○ 地域保健法の規定により設置される保健所

○ 児童福祉法に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、

知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児

施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施

設及び児童家庭支援センター

○ 医療法に規定する病院及び診療所

○ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所、身体障害者更生

施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施

設及び身体障害者福祉センター

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉セ

ンター及び精神障害者社会復帰施設

○ 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設

○ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所

○ 売春防止法に規定する婦人相談所及び婦人保護施設

○ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、知的障害者デイ

サービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障

害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

○ 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セン

ター及び老人介護支援センター

○ 母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉センター

○ 介護保険法に規定する介護保険施設

○ 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

（別紙）　　



２．精神保健福祉士法第７条第４号の厚生労働省令で定める施設

○ 精神病院

○ 病院又は診療所（精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科

を広告しているものに限る。）

○ 保健所

○ 地域保健法に規定する市町村保健センター

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉セ

ンター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福

祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター及び

精神障害者地域生活援助事業を行う施設

○ 前五号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

３．上記に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

○ 保育所

○ 乳児院


